
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学齢簿 

行政機関等の名称 東御市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

教育部教育課 

個人情報ファイルの利用目的 学校教育法施行令に基づく学齢簿の作成及び就学事務の

ため 

記録項目 １児童生徒氏名、２児童生徒の現住所、３生年月日、４

性別、５保護者氏名、６保護者の現住所、７児童生徒と

の関係、８就学小学校名及び入学・卒業年月日、９小学

校での異動事由、10 就学中学校名及び入学・卒業年月

日、11 中学校での異動事由、12 不就学の猶予・免除年月

日及び事由、13 備考 

記録範囲 学齢児童生徒 

記録情報の収集方法 住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市教育部教育課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提 （実施なし） 
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案を受ける組織の名称及び所

在地 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て支援支給認定者ファイル 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

教育部保育課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども・子育て支援支給認定事務における本人の資格審

査のために利用します。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、６

健康状態、７世帯情報、８市民税額、９保育を必要とす

る理由、10 入所希望施設、11 減免区分 

 

記録範囲 支給認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 支給認定申請書 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市教育部保育課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て支援実費（食材費）対象者ファイル 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

教育部保育課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども・子育て支援実費（食材費）徴収事務における本

人の資格審査のために利用します。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５利用施設名、

６副食費（月額）、７徴収額（月額） 

 

記録範囲 入園申込書を提出した者のうち、その年の４月１日時点

で３歳になっている者。 

記録情報の収集方法 入園申込書 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市教育部保育課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て支援利用契約者ファイル 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

教育部保育課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども・子育て支援利用契約事務における本人の資格審

査のために利用します。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５利用施設名、

６年齢、７保育料（月額）、８減免額（月額） 

記録範囲 入園申込書を提出した者 

記録情報の収集方法 入園申込書 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市教育部保育課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 （実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  

 

8


